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　本邦における医師養成課程は、医師としての
人間形成に重要なリベラルアーツ、医学の基礎
となる基礎医学および臨床医学により構成され
る医学部教育（卒前教育）と、卒後の臨床研修や
専攻医研修に分けられ、さらには生涯教育に至
る※1。しかし、卒前教育と卒後教育においては、
それぞれ異なる到達目標が設定されているため、
教育課程の連続性があるとは言い難い※1。近
年、医療の高度化・複雑化によって、医師が修
得するべき知識・技能が増加しており、さらに
は高齢化・疾病構造の変化・医師患者関係の
変動により、患者および他の医療スタッフとのコ
ミュニケーションなどのプロフェッショナリズム教
育の重要性が高まっている。そのため、医学部
教育においても医学生が診療に参加し、卒前・
卒後の医師養成をシームレスに実施する必要性
が認識されてきた。シームレスな医師養成のた
めの制度を整備するためには、十分な卒前の臨
床実習、すなわち、医学生が診療チームの一員

図1：全国共通の共用試験(CBTとOSCE)

として診療に参加する診療参加型臨床実習を推
進することが必須の課題である。そこで、医学
生は実際の患者を相手にした診療業務を通じ
て、実地臨床で必要とされる診断および治療等
に関する思考・対応力等を養うことになる※2。
また、診療参加型臨床実習を含めた医学教育の
カリキュラムについては、各大学が「医学教育モ
デル・コア・カリキュラム」を参考にして、カリ
キュラムを策定している※2。

臨床実習に臨む医学生の能力・適正につい
て、全国的に一定の水準を確保するとともに、
学生の学習意欲を喚起する観点から、全国共通
の評価システムの構築が策定された※3。すなわ
ち、臨床実習開始前に修得するべき知識・技
能・態度を評価する共用試験システムである。
医療系大学間共用試験実施評価機構（CATO： 
Common Achievement Tests Organization）
が共用試験の実施組織となる。共用試験は、受
験者の知識に関する総合的理解力を確認する
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CBT（Computer Based Testing）と臨床能力を
確認するOSCE（Objective Structured Clinical 
Examination）に分けられる（図1）。臨床実習前
の共用試験OSCEおよびCBTは平成17年か
ら正式実施され、その後は全ての医学生が受験
している。また、共用試験は、下記の2つの要
素を備えた試験として位置付けられている。臨
床実習前の共用試験は診療参加型実習の充実を
図り、臨床実習後の共用試験は、社会が求める
優れた医師が育成できていることを国民に示す
ことになる。

医学生は医師の資格を欠くため、業として医
行為を行うと、形式的には無免許医業罪の成立
が問題となる。しかし、実質的に違法性がなく
無免許医業罪に当たらないと解釈されてきた※1。
その後、平成30年に「臨床実習において実施可
能な医行為の研究報告書」（門田レポート）におい
て、医学生が行うべき医行為がまとめられた※4

（図2）。さらに門田レポートでは、「よい医師を
養成するためには、医療安全の観点を十分に考
慮しつつ、できるかぎり積極的に様々な医行為
を医学生に経験させることが必要」と提言され
た。診療参加型臨床実習における医行為が十分
に実施されていない状況において、充実した診
療参加型臨床実習を行うためには、指導体制等
の充実とともに医学生の質の担保とその医行為
について法的な位置付けが重要となる。

近年、医師の倫理観や医療の安全性につい
て、社会からより高い水準を求められることか
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ら、臨床実習前に一定水準の技能・態度のレベ
ルに達していることを試験することは、極めて重
要である。平成17年から正式実施された臨床
実習前共用試験OSCEおよびCBTは、現状の
医学教育の中で臨床実習前に技能と態度を試験
する機会として確立されている。そこで、臨床
実習開始前の共用試験を公的化することで、共
用試験後に臨床実習を行う医学生は一定の水準
が公的に担保されることから、実習において医
行為を行ういわゆるStudent Doctorを法的
に位置づけることが可能と考えられた。以上の
状況を踏まえて、医道審議会医師分科会では、
共用試験臨床実習前OSCEおよびCBTととも
に公的化すべきであると結論づけられた※1。

そこで、医師法では以下の条文が改正された。

具体的に言うと、令和5年度の4年生は、共
用試験に合格（正式な表記は「到達」）すること
で、Student Doctor（現在の正式な表記は臨
床実習生（医学））となり、診療参加型臨床実習
を行い、令和7年度（卒業時）での国家試験の受
験資格を得ることになる。

CBTは臨床実習を開始する前に修得するべ
き知識の総合的な理解の程度を確認する試験で
ある※5。問題はCATOにより作成され、 6つの
ブロック、合計320問（6時間）から構成されて
いる。CBTはコンピュータを用いた試験であり、
受験生には異なる問題（プール問題）が出題さ
れ、また、試験実施時期は各大学により異なる。
そのため、受験者および試験関係者に対しては、
守秘義務が課される。試験の公正公平な実施
のため、CATOは機構派遣監督者（CATOの認
定制度により認定）を派遣する。CBTの到達基
準に関しては、項目反応理論（Item Response 
Theory。以下、「IRT」という）に基づく標準ス
コアを用いて、臨床実習に必要な知識が十分に
備わっていると判断される到達基準をブックマー
ク法により定める。ブックマーク法により定めた
到達基準は、Hofstee法により定めた到達基
準と照らし合わせて検証される。CBTの問題は
医学教育モデルコア・カリキュラムの改訂を考慮
し、IRT算出用の基準集団や到達基準の確認・
見直しを適切に行う。

1. シームレスな医師養成と
診療参加型臨床実習

2. 共用試験

OSCEは臨床実習を開始する前に修得する
べき臨床能力を確認する試験である※5。領域
には、医療面接（特定の個人の病歴その他の当
該個人の心身の状態に関する情報を得るため
に行う面接）、全身状態とバイタルサイン、頭頸
部、胸部、腹部、神経、基本的臨床手技（採血
あるいは心電図）、救急、四肢・脊柱および感
染対策がある。CATOが課題を作成し、各大学
に提供する。現在は、四肢・脊柱および感染対
策の領域に関しては、各大学での選択を可能と
し、合否判定は四肢・脊柱および感染対策以外
の8領域に対して行われる。学生は、領域別の
8部屋をラウンドし、医療面接（10分）、他の7
領域（5分）の診察を行う。OSCE課題例（腹部
診察）を図3に示す。学生は、この課題に沿っ
て、模擬患者を対象に身体診察を行う。試験の
公正公平な実施のため、機構派遣監督者、評価
者および医療面接模擬患者は機構の認定制度に
よって認定された者が担当する。評価者には、
内部評価者（自学）および外部評価者（CATOか

ら派遣）がいる。なお、採点結果はCATOに
送付され、合否判定（到達の可否）はCATOが
行う。臨床実習に必要な技能および態度が備
わっていると判断される到達基準は課題毎に修
正Angoff法により定められている（課題到達
基準）。なお、学修するべき各領域の臨床技能
については、「診療参加型臨床実習に必要とさ
れる技能と態度についての学修・評価項目」に
定められている※6。さらに各領域の学修動画が
CATOにより作成されており、学生および教育
者はその動画を参考にして、臨床技能実習を行
う。

　本学では、令和5年の10月にOSCE、11
月にCBTを実施した。初回の公的化試験とい
うことで、受験生（4年生）だけでなく、教員・
職員ともに緊張した中での試験実施であった。
試験が終わってみると、通常の試験と全く変わ
らない運営であった。しかし、令和5年度の本
学学生のOSCE再試験は、外部施設での受験
であった。そのため、評価者はすべて外部評価

者となり、経験のない環境での受験となった。
今回、1領域で複数名の再受験生が出ており、
彼らの緊張感はかなり高かったであろう。

共用試験の最大の目的は、医学生が能動的に
診療参加型臨床実習を行うことであり、そのた
めには、病院での学生の医行為が十分実施され
る必要がある。しかし、指導体制を含めて、学
生の医行為の受け入れはまだ発展途上段階であ
る。今後、臨床実習での医行為の指導体制の確
立が喫緊の課題となる。さらに、臨床技能の修
得にはシミュレーション設備の充実化も必要であ
る。この二つの課題は、どの大学も大きな悩み
のようである。できれば、他学と情報交換をし
ながら、本学の臨床技能実習および医行為実施
の充実化を図って行きたい。

また、本学の6年生の臨床実習では、学外病
院での実習となる。学外の協力病院の先生方の
ご協力には非常に感謝申し上げます。今後とも
よろしくお願い申し上げます。
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図2：臨床実習において医学生が実施する医行為※4
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う。

　本学では、令和5年の10月にOSCE、11
月にCBTを実施した。初回の公的化試験とい
うことで、受験生（4年生）だけでなく、教員・
職員ともに緊張した中での試験実施であった。
試験が終わってみると、通常の試験と全く変わ
らない運営であった。しかし、令和5年度の本
学学生のOSCE再試験は、外部施設での受験
であった。そのため、評価者はすべて外部評価

者となり、経験のない環境での受験となった。
今回、1領域で複数名の再受験生が出ており、
彼らの緊張感はかなり高かったであろう。

　共用試験の最大の目的は、医学生が能動的に
診療参加型臨床実習を行うことであり、そのた
めには、病院での学生の医行為が十分実施され
る必要がある。しかし、指導体制を含めて、学
生の医行為の受け入れはまだ発展途上段階であ
る。今後、臨床実習での医行為の指導体制の確
立が喫緊の課題となる。さらに、臨床技能の修
得にはシミュレーション設備の充実化も必要であ
る。この二つの課題は、どの大学も大きな悩み
のようである。できれば、他学と情報交換をし
ながら、本学の臨床技能実習および医行為実施
の充実化を図って行きたい。

　また、本学の6年生の臨床実習では、学外病
院での実習となる。学外の協力病院の先生方の
ご協力には非常に感謝申し上げます。今後とも
よろしくお願い申し上げます。



　本邦における医師養成課程は、医師としての
人間形成に重要なリベラルアーツ、医学の基礎
となる基礎医学および臨床医学により構成され
る医学部教育（卒前教育）と、卒後の臨床研修や
専攻医研修に分けられ、さらには生涯教育に至
る※1。しかし、卒前教育と卒後教育においては、
それぞれ異なる到達目標が設定されているため、
教育課程の連続性があるとは言い難い※1。近
年、医療の高度化・複雑化によって、医師が修
得するべき知識・技能が増加しており、さらに
は高齢化・疾病構造の変化・医師患者関係の
変動により、患者および他の医療スタッフとのコ
ミュニケーションなどのプロフェッショナリズム教
育の重要性が高まっている。そのため、医学部
教育においても医学生が診療に参加し、卒前・
卒後の医師養成をシームレスに実施する必要性
が認識されてきた。シームレスな医師養成のた
めの制度を整備するためには、十分な卒前の臨
床実習、すなわち、医学生が診療チームの一員

として診療に参加する診療参加型臨床実習を推
進することが必須の課題である。そこで、医学
生は実際の患者を相手にした診療業務を通じ
て、実地臨床で必要とされる診断および治療等
に関する思考・対応力等を養うことになる※2。
また、診療参加型臨床実習を含めた医学教育の
カリキュラムについては、各大学が「医学教育モ
デル・コア・カリキュラム」を参考にして、カリ
キュラムを策定している※2。

　臨床実習に臨む医学生の能力・適正につい
て、全国的に一定の水準を確保するとともに、
学生の学習意欲を喚起する観点から、全国共通
の評価システムの構築が策定された※3。すなわ
ち、臨床実習開始前に修得するべき知識・技
能・態度を評価する共用試験システムである。
医療系大学間共用試験実施評価機構（CATO： 
Common Achievement Tests Organization）
が共用試験の実施組織となる。共用試験は、受
験者の知識に関する総合的理解力を確認する

CBT（Computer Based Testing）と臨床能力を
確認するOSCE（Objective Structured Clinical 
Examination）に分けられる（図1）。臨床実習前
の共用試験OSCEおよびCBTは平成17年か
ら正式実施され、その後は全ての医学生が受験
している。また、共用試験は、下記の2つの要
素を備えた試験として位置付けられている。 臨
床実習前の共用試験は診療参加型実習の充実を
図り、臨床実習後の共用試験は、社会が求める
優れた医師が育成できていることを国民に示す
ことになる。

　医学生は医師の資格を欠くため、業として医
行為を行うと、形式的には無免許医業罪の成立
が問題となる。しかし、実質的に違法性がなく
無免許医業罪に当たらないと解釈されてきた※1。
その後、平成30年に「臨床実習において実施可
能な医行為の研究報告書」（門田レポート）におい
て、医学生が行うべき医行為がまとめられた※4

（図2）。さらに門田レポートでは、「よい医師を
養成するためには、医療安全の観点を十分に考
慮しつつ、できるかぎり積極的に様々な医行為
を医学生に経験させることが必要」と提言され
た。診療参加型臨床実習における医行為が十分
に実施されていない状況において、充実した診
療参加型臨床実習を行うためには、指導体制等
の充実とともに医学生の質の担保とその医行為
について法的な位置付けが重要となる。

　近年、医師の倫理観や医療の安全性につい
て、社会からより高い水準を求められることか
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ら、臨床実習前に一定水準の技能・態度のレベ
ルに達していることを試験することは、極めて重
要である。平成17年から正式実施された臨床
実習前共用試験OSCEおよびCBTは、現状の
医学教育の中で臨床実習前に技能と態度を試験
する機会として確立されている。そこで、臨床
実習開始前の共用試験を公的化することで、共
用試験後に臨床実習を行う医学生は一定の水準
が公的に担保されることから、実習において医
行為を行ういわゆるStudent Doctorを法的
に位置づけることが可能と考えられた。以上の
状況を踏まえて、医道審議会医師分科会では、
共用試験臨床実習前OSCEおよびCBTととも
に公的化すべきであると結論づけられた※1。

　そこで、医師法では以下の条文が改正された。

　具体的に言うと、令和5年度の4年生は、共
用試験に合格（正式な表記は「到達」）すること
で、Student Doctor（現在の正式な表記は臨
床実習生（医学））となり、診療参加型臨床実習
を行い、令和7年度（卒業時）での国家試験の受
験資格を得ることになる。

　CBTは臨床実習を開始する前に修得するべ
き知識の総合的な理解の程度を確認する試験で
ある※5。問題はCATOにより作成され、 6つの
ブロック、合計320問（6時間）から構成されて
いる。CBTはコンピュータを用いた試験であり、
受験生には異なる問題（プール問題）が出題さ
れ、また、試験実施時期は各大学により異なる。
そのため、受験者および試験関係者に対しては、
守秘義務が課される。試験の公正公平な実施
のため、CATOは機構派遣監督者（CATOの認
定制度により認定）を派遣する。CBTの到達基
準に関しては、項目反応理論（Item Response 
Theory。以下、「IRT」という）に基づく標準ス
コアを用いて、臨床実習に必要な知識が十分に
備わっていると判断される到達基準をブックマー
ク法により定める。ブックマーク法により定めた
到達基準は、Hofstee法により定めた到達基
準と照らし合わせて検証される。CBTの問題は
医学教育モデルコア・カリキュラムの改訂を考慮
し、IRT算出用の基準集団や到達基準の確認・
見直しを適切に行う。
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学学生のOSCE再試験は、外部施設での受験
であった。そのため、評価者はすべて外部評価

者となり、経験のない環境での受験となった。
今回、1領域で複数名の再受験生が出ており、
彼らの緊張感はかなり高かったであろう。

　共用試験の最大の目的は、医学生が能動的に
診療参加型臨床実習を行うことであり、そのた
めには、病院での学生の医行為が十分実施され
る必要がある。しかし、指導体制を含めて、学
生の医行為の受け入れはまだ発展途上段階であ
る。今後、臨床実習での医行為の指導体制の確
立が喫緊の課題となる。さらに、臨床技能の修
得にはシミュレーション設備の充実化も必要であ
る。この二つの課題は、どの大学も大きな悩み
のようである。できれば、他学と情報交換をし
ながら、本学の臨床技能実習および医行為実施
の充実化を図って行きたい。

　また、本学の6年生の臨床実習では、学外病
院での実習となる。学外の協力病院の先生方の
ご協力には非常に感謝申し上げます。今後とも
よろしくお願い申し上げます。

医師法　第11条
医師国家試験は次の各号のいずれかに該
当する者でなければ、これを受けることが
できない。 

1、大学において医学の正規の課程を修め
　　て卒業した者。 

　この条文に、以下の文が加えられた。
「大学において医学を専攻する学生が臨床
実習を開始する前に修得すべき知識及び技
能を具有しているかどうかを評価するため
に大学が共用する試験として厚生労働省令
で定めるもの（第17条の2において「共用
試験」という）に合格した者に限る」。

　臨床実習前共用試験の国家試験受験要
件は、令和7年度からの施行となる。

医師法　第17条 1 「医師でなくては、医
業をなしてはならない」

　この条文に今回、次の2が追加された。
「大学において医学を専攻する学生であっ
て、共用試験に合格したものは、前条の規

定にかかわらず、当該大学が行う臨床実習
において、医師の指導監督の下に、医師と
して具有すべき知識及び技能の修得のため
に医業（政令で定めるものを除く。次条に
おいて同じ）をすることができる」 
　この医行為に関する条文は令和5年度よ
り施行となる。
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コアを用いて、臨床実習に必要な知識が十分に
備わっていると判断される到達基準をブックマー
ク法により定める。ブックマーク法により定めた
到達基準は、Hofstee法により定めた到達基
準と照らし合わせて検証される。CBTの問題は
医学教育モデルコア・カリキュラムの改訂を考慮
し、IRT算出用の基準集団や到達基準の確認・
見直しを適切に行う。

5. OSCE（Objective Structured
 Clinical Examination） 
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　OSCEは臨床実習を開始する前に修得する
べき臨床能力を確認する試験である※5。領域
には、医療面接（特定の個人の病歴その他の当
該個人の心身の状態に関する情報を得るため
に行う面接）、全身状態とバイタルサイン、頭頸
部、胸部、腹部、神経、基本的臨床手技（採血
あるいは心電図）、救急、四肢・脊柱および感
染対策がある。CATOが課題を作成し、各大学
に提供する。現在は、四肢・脊柱および感染対
策の領域に関しては、各大学での選択を可能と
し、合否判定は四肢・脊柱および感染対策以外
の8領域に対して行われる。学生は、領域別の
8部屋をラウンドし、医療面接（10分）、他の7
領域（5分）の診察を行う。OSCE課題例（腹部
診察）を図3に示す。学生は、この課題に沿っ
て、模擬患者を対象に身体診察を行う。試験の
公正公平な実施のため、機構派遣監督者、評価
者および医療面接模擬患者は機構の認定制度に
よって認定された者が担当する。評価者には、
内部評価者（自学）および外部評価者（CATOか

ら派遣）がいる。なお、採点結果はCATOに
送付され、合否判定（到達の可否）はCATOが
行う。臨床実習に必要な技能および態度が備
わっていると判断される到達基準は課題毎に修
正Angoff法により定められている（課題到達
基準）。なお、学修するべき各領域の臨床技能
については、「診療参加型臨床実習に必要とさ
れる技能と態度についての学修・評価項目」に
定められている※6。さらに各領域の学修動画が
CATOにより作成されており、学生および教育
者はその動画を参考にして、臨床技能実習を行
う。

　本学では、令和5年の10月にOSCE、11
月にCBTを実施した。初回の公的化試験とい
うことで、受験生（4年生）だけでなく、教員・
職員ともに緊張した中での試験実施であった。
試験が終わってみると、通常の試験と全く変わ
らない運営であった。しかし、令和5年度の本
学学生のOSCE再試験は、外部施設での受験
であった。そのため、評価者はすべて外部評価

図3：OSCE課題と学修・評価項目:腹部診察

最近の動き 2023年度より公的化された共用試験

者となり、経験のない環境での受験となった。
今回、1領域で複数名の再受験生が出ており、
彼らの緊張感はかなり高かったであろう。

　共用試験の最大の目的は、医学生が能動的に
診療参加型臨床実習を行うことであり、そのた
めには、病院での学生の医行為が十分実施され
る必要がある。しかし、指導体制を含めて、学
生の医行為の受け入れはまだ発展途上段階であ
る。今後、臨床実習での医行為の指導体制の確
立が喫緊の課題となる。さらに、臨床技能の修
得にはシミュレーション設備の充実化も必要であ
る。この二つの課題は、どの大学も大きな悩み
のようである。できれば、他学と情報交換をし
ながら、本学の臨床技能実習および医行為実施
の充実化を図って行きたい。

　また、本学の6年生の臨床実習では、学外病
院での実習となる。学外の協力病院の先生方の
ご協力には非常に感謝申し上げます。今後とも
よろしくお願い申し上げます。

6. 今後の課題と展望



本邦における医師養成課程は、医師としての
人間形成に重要なリベラルアーツ、医学の基礎
となる基礎医学および臨床医学により構成され
る医学部教育（卒前教育）と、卒後の臨床研修や
専攻医研修に分けられ、さらには生涯教育に至
る※1。しかし、卒前教育と卒後教育においては、
それぞれ異なる到達目標が設定されているため、
教育課程の連続性があるとは言い難い※1。近
年、医療の高度化・複雑化によって、医師が修
得するべき知識・技能が増加しており、さらに
は高齢化・疾病構造の変化・医師患者関係の
変動により、患者および他の医療スタッフとのコ
ミュニケーションなどのプロフェッショナリズム教
育の重要性が高まっている。そのため、医学部
教育においても医学生が診療に参加し、卒前・
卒後の医師養成をシームレスに実施する必要性
が認識されてきた。シームレスな医師養成のた
めの制度を整備するためには、十分な卒前の臨
床実習、すなわち、医学生が診療チームの一員

として診療に参加する診療参加型臨床実習を推
進することが必須の課題である。そこで、医学
生は実際の患者を相手にした診療業務を通じ
て、実地臨床で必要とされる診断および治療等
に関する思考・対応力等を養うことになる※2。
また、診療参加型臨床実習を含めた医学教育の
カリキュラムについては、各大学が「医学教育モ
デル・コア・カリキュラム」を参考にして、カリ
キュラムを策定している※2。

臨床実習に臨む医学生の能力・適正につい
て、全国的に一定の水準を確保するとともに、
学生の学習意欲を喚起する観点から、全国共通
の評価システムの構築が策定された※3。すなわ
ち、臨床実習開始前に修得するべき知識・技
能・態度を評価する共用試験システムである。
医療系大学間共用試験実施評価機構（CATO：
Common Achievement Tests Organization）
が共用試験の実施組織となる。共用試験は、受
験者の知識に関する総合的理解力を確認する

CBT（Computer Based Testing）と臨床能力を
確認するOSCE（Objective Structured Clinical 
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医学生は医師の資格を欠くため、業として医
行為を行うと、形式的には無免許医業罪の成立
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能な医行為の研究報告書」（門田レポート）におい
て、医学生が行うべき医行為がまとめられた※4
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に実施されていない状況において、充実した診
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そのため、受験者および試験関係者に対しては、
守秘義務が課される。試験の公正公平な実施
のため、CATOは機構派遣監督者（CATOの認
定制度により認定）を派遣する。CBTの到達基
準に関しては、項目反応理論（Item Response 
Theory。以下、「IRT」という）に基づく標準ス
コアを用いて、臨床実習に必要な知識が十分に
備わっていると判断される到達基準をブックマー
ク法により定める。ブックマーク法により定めた
到達基準は、Hofstee法により定めた到達基
準と照らし合わせて検証される。CBTの問題は
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し、IRT算出用の基準集団や到達基準の確認・
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部、胸部、腹部、神経、基本的臨床手技（採血
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策の領域に関しては、各大学での選択を可能と
し、合否判定は四肢・脊柱および感染対策以外
の8領域に対して行われる。学生は、領域別の
8部屋をラウンドし、医療面接（10分）、他の7
領域（5分）の診察を行う。OSCE課題例（腹部
診察）を図3に示す。学生は、この課題に沿っ
て、模擬患者を対象に身体診察を行う。試験の
公正公平な実施のため、機構派遣監督者、評価
者および医療面接模擬患者は機構の認定制度に
よって認定された者が担当する。評価者には、
内部評価者（自学）および外部評価者（CATOか
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送付され、合否判定（到達の可否）はCATOが
行う。臨床実習に必要な技能および態度が備
わっていると判断される到達基準は課題毎に修
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者はその動画を参考にして、臨床技能実習を行
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月にCBTを実施した。初回の公的化試験とい
うことで、受験生（4年生）だけでなく、教員・
職員ともに緊張した中での試験実施であった。
試験が終わってみると、通常の試験と全く変わ
らない運営であった。しかし、令和5年度の本
学学生のOSCE再試験は、外部施設での受験
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者となり、経験のない環境での受験となった。
今回、1領域で複数名の再受験生が出ており、
彼らの緊張感はかなり高かったであろう。

　共用試験の最大の目的は、医学生が能動的に
診療参加型臨床実習を行うことであり、そのた
めには、病院での学生の医行為が十分実施され
る必要がある。しかし、指導体制を含めて、学
生の医行為の受け入れはまだ発展途上段階であ
る。今後、臨床実習での医行為の指導体制の確
立が喫緊の課題となる。さらに、臨床技能の修
得にはシミュレーション設備の充実化も必要であ
る。この二つの課題は、どの大学も大きな悩み
のようである。できれば、他学と情報交換をし
ながら、本学の臨床技能実習および医行為実施
の充実化を図って行きたい。

　また、本学の6年生の臨床実習では、学外病
院での実習となる。学外の協力病院の先生方の
ご協力には非常に感謝申し上げます。今後とも
よろしくお願い申し上げます。
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